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都市計画の変更案の縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更しようとするので、同法第21条第２ 

項において準用する同法第17条第１項の規定により公告し、当該都市計画の変更案 

を公衆の縦覧に供する。 

 なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市 

計画の変更案について、県に意見書を提出することができる。 

  平成29年10月10日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 都市計画の種類及び名称 

  （種類） 富山南都市計画道路 

  （名称） ３・５・６号 上滝駅荒屋線 

       ３・５・７号 荒屋合口用水線 

       ３・６・４号 花崎上滝線 

       ７・６・３号 花崎荒屋線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

 ⑴ 追加する部分 

   富山市花崎字大道下割及び中滝字前平貝ズル山割の各一部 

 ⑵ 削除する部分 
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   富山市三室荒屋、三室荒屋字諏訪ノ木割、上滝字陳林割、上滝字北割、大山 

  北新町及び中滝字清水田割の各一部 

 ⑶ 変更する部分 

   富山市花崎、花崎字山下割、花崎字大川寺割、三室荒屋字出口割、三室荒屋 

  字清水田割、中滝字一本松割及び中滝作鼻割の各一部 

   ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更案の縦覧の期間及び場所 

 ⑴ 期間 

   平成29年10月10日から平成29年10月24日まで 

 ⑵ 場所 

   富山県土木部都市計画課 

   富山市都市整備部都市政策課 

（「別紙図面」は、省略し、３の⑵に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。） 
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